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一 

 



 

一
に
つ
い
て 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
存
の 

 
 

目
的
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
年
九
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
四
三
第
一
一
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
二 

 
 

の
3
か
ら
5
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
か
び
等
に
よ
る
食
品
の
腐
敗
又
は
変
敗
の
防
止
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ 

 

と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
レ
モ
ン
に
対
し
て
収
穫
後
に
使
用
さ
れ
る
二
・
四
―
Ｄ
（
二
・
四
ー
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ

ノ
キ
シ
酢
酸
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
目
的
が
へ
た
の
成
長
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
た
の
脱
落
を
防
止
す
る
こ
と

で
あ
る
場
合
に
は
、
御
指
摘
の
レ
モ
ン
の
へ
た
の
つ
い
て
い
る
部
分
の
変
敗
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
「
食
品
の
保
存
の
目
的
」
で
使
用
す
る
添
加
物
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
農
産
物
に
係
る
農
薬
の
残
留
に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準

（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
。
以
下
「
規
格
基
準
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
食
品
ご
と
に
農
薬
の
残
留 

 
 

許
容
量
を
設
定
し
、
同
法
に
基
づ
く
取
締
り
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
二
・
四
―
Ｄ
に
つ
い
て

は
、
新
た
に
残
留
許
容
量
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
年
十
二
月
に
食
品
衛
生
調
査
会
に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
残
留
農
薬
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

 

四 

二
の
①
及
び
②
に
つ
い
て 

答
弁
書
の
三
の
3
か
ら
5
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
規
格
基
準
に
お
い
て
、
農
薬
の
残
留
量
の
測
定
は
、
バ
ナ

ナ
に
つ
い
て
は
果
柄
部
を
除
去
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
果
皮
及
び
果
肉
を
検
体
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
規
格
基
準
に

適
合
し
て
い
る
か
否
か
の
検
査
の
際
に
は
果
皮
の
み
の
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
果
皮
中
の
ビ
テ
ル
タ

ノ
ー
ル
（
一
―
（
ビ
フ
ェ
ニ
ル
ー
四
―
イ
ル
オ
キ
シ
）
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア 

 
 

 

ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
ブ
タ
ン
―
二
―
オ
ー
ル
）
の
濃
度
を
基
準
と
し
て
果
肉
中
又
は
全
果
中
の
ビ
テ
ル
タ
ノ
ー
ル
の
濃
度

を
推
定
し
て
具
体
的
な
数
値
で
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
の
③
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
バ
ナ
ナ
に
お
け
る
ビ
テ
ル
タ
ノ
ー
ル
の
残
留
値
の
測
定
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
青
果
物

の
輸
入
業
者
の
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
日
本
青
果
物
輸
入
安
全
推
進
協
会
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
十
年
に
エ
ク
ア
ド
ル

か
ら
輸
入
さ
れ
た
バ
ナ
ナ
の
一
部
に
つ
い
て
、
同
協
会
が
自
主
的
に
法
第
十
四
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
が

指
定
し
た
検
査
機
関
に
依
頼
し
て
実
施
し
た
測
定
結
果
で
は
、
バ
ナ
ナ
の
全
果
中
の
残
留
値
の
最
大
値
は
〇
・
二
九
p
p
m

で
あ
り
、
そ
の
平
均
値
は
〇
・
一
七
p
p
m
で
あ
っ
た
と
の
回
答
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


